
 

2022 年 3 月 8 日 

各      位 

会 社 名  スルガ銀行株式会社 

代表者名  取締役社長  嵯峨  行介 

（コード番号 8358 東証第 1 部） 

問合せ先  上席執行役員 

総合企画本部長 秋田 達也 

（TEL 03-3279-5535） 

 

株式会社ノジマとの資本業務提携に関する合意の解消、 

並びに自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3） 

による自己株式の買付けに関するお知らせ 
 

 

 当社は、2022 年 3 月 8 日開催の取締役会（以下「本取締役会」といいます。）において、下記のとおり、株

式会社ノジマ（以下「ノジマ」といいます。）との資本業務提携に関する合意（以下「本合意」といいます。）を解

消することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 また、本取締役会において、会社法第 459 条第 1 項第 1 号及び第 156 条第 1 項並びに当社定款第 33 条

の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法についても下記のとおり決議いたしま

したので、お知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．ノジマとの本合意の解消 

１．本合意の解消の理由 

当社は、ノジマとの間で、2019年5月15日付業務提携に関する基本合意書及び2020年5月19日付資本

業務提携に関する合意書（総称して、以下「本合意書」といいます。）を締結し、同年6月26日にノジマの

野島廣司取締役兼代表執行役社長（以下「野島廣司氏」といいます。）を当社の取締役に迎えました。

しかし、本合意が実質的な提携に至ることはなく、2021年6月1日には、野島廣司氏が当社取締役を辞

任されました。 

その後、ノジマから、その保有する当社株式の処分についての申し入れがあり、様々な選択肢を検討

した結果、今般、当社より、取得総額17,908百万円の範囲内で当社が自己株式の取得を行い、ノジマ

がそれに応じることで本合意書を終了させることを提案し、2022年3月8日に合意いたしました。 

 

２．本合意の解消の内容等 

ノジマは、当社の普通株式42,854,107株（発行済株式総数に対する割合18.46%）を保有しておりますが、

当社が実施する本自己株式買付（詳細は、下記「Ⅱ．自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引

（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け」をご参照ください。）に保有する全株式を応募する予定です。 

なお、本合意に伴い当社の取締役副会長に就任しておりました野島廣司氏は、2021年6月1日付けで

当社取締役を既に退任しております。 



 

３．本合意解消の相手先の概要 

(1) 名称 株式会社ノジマ 

(2) 所在地 神奈川県相模原市中央区横山一丁目 1 番 1 号 

(3) 代表者の役職・氏名 取締役兼代表執行役社長 野島 廣司 

(4) 事業内容 デジタル家電専門店運営事業、キャリアショップ運営事業、 

インターネット事業等 

(5) 資本金 

（2021 年 3 月 31 日現在） 
6,330 百万円 

(6) 設立年月日 1962 年 4 月 28 日 

(7) 大株主及び持株比率 

（2021 年 9 月 30 日時点） 

野島廣司株式会社 14.75% 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 10.31% 

ティーエヌホールディングス株式会社 5.34% 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 4.10% 

公益財団法人真柄福祉財団 3.42% 

ネックス社員持株会 3.20% 

有限会社ノマ 3.01% 

野島廣司 2.82% 

野島隆久 2.45% 

株式会社三菱 UFJ 銀行 2.25% 

(8) 上場会社と当該株主の

関係 

資本関係 当該会社は、当社の普通株式 42,854,107 株（発行済

株式総数に対する割合 18.46%）を保有しております。 

人的関係 なし 

取引関係 なし 

関連当事者へ

の該当状況 
なし 

(9) 最近 3 年間の連結財政状態及び連結経営成績 

決算期 2019 年 3 月期 2020 年 3 月期 2021 年 3 月期 

純資産額（百万円） 81,608 90,268 144,296 

総資産額（百万円） 307,735 286,247 340,183 

1 株当たり純資産額（円） 1,594.23 1,759.32 2,879.19 

売上高（百万円） 513,057 523,968 523,327 

営業利益（百万円） 19,212 22,582 33,826 

経常利益（百万円） 21,046 24,218 64,647 

親会社株主に帰属する 

当期純利益（百万円） 
14,817 15,911 52,827 

1 株当たり当期純利益（円） 296.83 317.12 1,068.42 

1 株当たり配当金（円） 34 40 46 

 

  



 

４．本合意の解消の日程 

(1) 取締役会決議日 2022 年 3 月 8 日 

(2) 本合意の解消にかかる合意書の締結日 2022 年 3 月 8 日 

 

５．今後の見通し 

本件が当社連結業績に与える影響は軽微です。 

 

Ⅱ．自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け 

１．自己株式の取得の理由 

上記Ⅰ．１．に記載の本合意の解消に伴い、ノジマは、保有する当社株式の全てを売却する意向を有

しており、当社は、当該売却による株式市場での需給への影響を回避するとともに、資本効率の向上

を図り、あわせて、今後の経営環境や市場環境の変化に対応した資本政策を実施することを目的とし

て、自己株式の取得を行うことといたしました（以下「本自己株式取得」といいます。）。なお、ノジマから

は、その保有する当社株式の全てをもって本自己株式取得に応募する意向を有している旨の連絡を

受けております。 

 

２．自己株式の取得の方法 

2022年3月8日の終値（最終特別気配を含む）407円で、2022年3月9日午前8時45分の東京証券取引所

の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において買付けの委託を行います。その他の取引制度や

取引時間への変更は行いません。 

なお、当該買付注文は当該取引時間限りの注文とします。 

 

３．自己株式の取得の内容 

(1) 取得対象株式の種類 普通株式 

(2) 取得し得る株式の総数 44,000,000 株（上限） 

発行済株 式総数（自己株式を除く）に対する割 合 

18.98%  

(3) 株式の取得価額の総額 17,908 百万円（上限） 

(4) 取得結果の公表 2022 年 3 月 9 日午前 8 時 45 分の取引終了後に取得

結果を公表いたします。 

(注1)当該株数の変更は行いません。ただし、市場動向等により、一部又は全部の取得が行われな

い可能性があります。 

(注2)取得予定株式数に対当する売付注文をもって買付けを行います。 

 

４．その他 

自己株式の取得結果によっては、当社の主要株主の異動が生じる可能性があります。当該事由の発

生を認識した場合には、速やかにお知らせいたします。 

  



（参考） 2022年3月7日現在の当社自己株式の保有状況 

発行済株式総数（自己株式を除く） 231,735,145 株 

自己株式数 404,103 株 

 

以 上 


